
【特集】�

電子債権を活用した新しい�
金融サービスの創出に向けて�
�

一見、難解なＩＴ技術論と法規定論を思わせる「電子債権構想」だが、その背景の重要な問
題意識に「不動産担保に過度に依存しない融資手法の開拓」というリレーションシップバン
キングの追求課題がある。企業が保有する土地資産に匹敵する規模の売掛金をファイナンス
に活用するための技術革新として浮上しているこの構想の意味とアウトラインを紹介する。�

指名債権でも手形債権でもない�
新しい類型の債権�

経済産業省　経済産業政策局�

産業資金課長　市川　雅一�

電
子
債
権
の
検
討
の
背
景

―
土
地
資
産
に
匹
敵
す
る

売
掛
金
の
活
用

「
電
子
債
権
法
（
仮
称
）」は
、
経

済
産
業
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
産

業
構
造
審
議
会
産
業
金
融
部
会
金
融

シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
検
討
小
委
員

会
（
小
委
員
長：

前
田
庸
学
習
院
大

学
名
誉
教
授
）の
審
議
の
結
果
、〇
四

年
四
月
二
八
日
に
公
表
さ
れ
た
「
金

融
シ
ス
テ
ム
化
に
関
す
る
検
討
小
委

員
会
報
告
書
―
電
子
債
権
に
つ
い
て

―
」
に
よ
り
提
言
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
（
同
小
委
員
会
報
告
書
の
概
要

は
、
北
川
慎
介
「
売
掛
債
権
の
電
子

的
取
扱
い
は
企
業
金
融
の
進
展
に
寄

与
―
「
電
子
債
権
法
制
」
に
向
け
て

の
論
点
を
整
理
」
本
誌
０４
年
６
月
１４

日
号
二
五
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
）。

経
済
産
業
省
が
、
既
存
の
債
権

（
指
名
債
権
や
手
形
債
権
）
と
は
異

な
る
新
た
な
債
権
類
型
で
あ
る
「
電

子
債
権
」
の
創
設
を
提
言
す
る
に
至

っ
た
背
景
の
一
つ
に
は
、
企
業
の
資

金
調
達
環
境
を
整
備
す
る
う
え
で
、

不
動
産
担
保
に
過
度
に
依
存
し
な
い

資
金
調
達
手
法
の
拡
充
が
重
要
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
企
業
の
保
有
資

産
の
な
か
で
土
地
に
匹
敵
す
る
規
模

を
有
す
る
売
掛
金
（
全
企
業
で
約
一

七
五
兆
円
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
き

わ
め
て
有
用
で
、
そ
の
た
め
の
イ
ン

フ
ラ
整
備
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と

経
済
産
業
省
で
は
、
経
済
・
金
融
の
Ｉ
Ｔ
化
が
急
速
に
進
む
状
況
を
ふ
ま
え
、

Ｉ
Ｔ
社
会
に
合
っ
た
新
し
い
経
済
・
金
融
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
電
子
債
権
制
度
の

創
設
を
目
指
し
て
い
る
。
〇
四
年
一
一
月
に
「
電
子
債
権
を
活
用
し
た
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
を
設
置
し
、
電
子
債
権
の
考
え
方
や

電
子
債
権
を
活
用
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
、
本
年
四
月

一
三
日
に
報
告
書
「
電
子
債
権
構
想
―
Ｉ
Ｔ
社
会
に
お
け
る
経
済
・
金
融
イ
ン

フ
ラ
の
構
築
を
目
指
し
て
―
」（
経
済
産
業
省
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
）
を
ま
と
め
た
。

本
稿
で
は
、
報
告
書
の
概
要
等
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
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電
子
債
権
の
ロ
ー
ン
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
取
引
へ
の
活
用
�

【
特
集
】

電
子
債
権
と
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
�

法
的
安
定
、
手
続
簡
便
な
債
権
譲
渡
・
流
通
の
実
現
へ�

東
京
三
菱
銀
行
　
シ
ン
ジ
ケ
ー
シ
ョ
ン
部�

　
主
任
調
査
役
　

渡
邊
　
隆
彦�

電
子
債
権
構
想
の

正
し
い
理
解

�
「
電
子
債
権
法
」
は
「
債
権
の
電

子
化
推
進
法
」
で
は
な
い

ま
ず
、「
電
子
債
権
法
」
は
、
そ

の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
誤
解
さ
れ
や
す
い

が
、
け
っ
し
て
「
債
権
の
電
子
化
・

Ｉ
Ｔ
化
推
進
法
」
で
は
な
い
。
確
か

に
、「
電
子
債
権
構
想
」
に
は
、
電

子
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
よ
る
取
引
が

な
じ
み
や
す
く
、
結
果
と
し
て
金
融

取
引
の
Ｉ
Ｔ
化
・
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

の
進
展
が
促
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
後
的

な
帰
結
で
あ
っ
て
、
電
子
債
権
法
の

最
大
の
眼
目
は
、
金
銭
債
権
の
譲
渡

を
促
進
す
る
た
め
に
、
指
名
債
権
と

手
形
債
権
双
方
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
克

服
し
た
新
し
い
類
型
の
金
銭
債
権
を

「
電
子
債
権
」
と
し
て
創
出
し
、

「
法
的
安
定
性
が
高
く
、
か
つ
手
続

が
簡
便
な
債
権
譲
渡
・
流
通
」
を
実

現
す
る
点
に
あ
り
、
同
法
は
む
し
ろ

「
債
権
譲
渡
推
進
法
」
と
位
置
付
け

る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。

本
構
想
は
、
電
子
取
引
推
進
と
い

っ
た
Ｉ
Ｔ
の
切
り
口
か
ら
新
し
い

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
（
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
）」
を
構
築
し
よ
う
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、「
金
銭
債
権

の
発
生
か
ら
譲
渡
、
消
滅
に
至
る
ま

で
」
の
法
概
念
を
変
革
し
て
新
た
な

「
法
的
シ
ス
テ
ム
（
枠
組
み
）」
を

つ
く
り
、「
譲
渡
前
提
・
流
通
前

提
」
の
金
融
文
化
を
創
造
し
て
い
こ

う
と
い
う
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
テ
ー

マ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

�
「
電
子
債
権
法
」
の
対
象
は
手
形

や
売
掛
金
だ
け
で
は
な
い

電
子
債
権
構
想
の
当
初
議
論
に
お

い
て
は
、
産
業
金
融
機
能
の
強
化
の

観
点
か
ら
「
企
業
が
保
有
す
る
債
権

「
電
子
債
権
構
想
」
は
、
経
済
産
業
省
産
業
構
造
審
議
会
に
設
置
さ
れ
た
小
委
員
会
が
発
表
し
た
報
告
書
（
〇
四
年

四
月
）
に
お
い
て
「
電
子
債
権
法
（
仮
称
）」
の
必
要
性
が
提
言
さ
れ
て
以
来
、
同
省
、
法
務
省
、
金
融
庁
（
注

１
）
に
お
い
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
び
経
済
産
業
省
は
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
事
業
懇
談
会

「
電
子
債
権
を
活
用
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
検
討
Ｗ
Ｇ
（
以
下
「
Ｗ
Ｇ
」）」
を
〇
四
年
一
一
月
か
ら
本
年
三
月
に
わ

た
っ
て
開
催
し
、
報
告
書
「
電
子
債
権
構
想
―
Ｉ
Ｔ
社
会
に
お
け
る
経
済
・
金
融
イ
ン
フ
ラ
の
構
築
を
目
指
し
て
―

（
以
下
「
Ｗ
Ｇ
報
告
書
」）」
を
四
月
一
三
日
付
で
公
表
し
た
。
本
稿
は
と
も
す
れ
ば
金
融
界
で
は
狭
義
に
と
ら
え
ら

れ
が
ち
な
「
電
子
債
権
構
想
」
の
幅
広
い
可
能
性
を
示
す
べ
く
、
本
邦
ロ
ー
ン
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
市
場
（
企
業
向
け
ロ

ー
ン
の
流
通
市
場
）
拡
充
の
観
点
を
中
心
に
、
本
構
想
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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電
子
債
権
と
�

　
地
域
金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
へ
の
提
言
�

【
特
集
】

電
子
債
権
と
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
�

債
権
者
登
録
型
電
子
債
権
と
「
管
理
機
関
」
機
能
の
ス
キ
ー
ム�

立
命
館
大
学
　
法
学
部�

教
授
　

大
垣
　
尚
司�

手
形
は
情
報
の
宝
庫

地
域
金
融
機
関
が
電
子
債
権
を
考

え
る
場
合
、
最
も
重
要
な
文
脈
は
手

形
の
代
替
機
能
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
約
束
手
形
が
銀
行

の
当
座
預
金
サ
ー
ビ
ス
と
手
形
交
換

所
を
通
じ
た
決
済
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

強
固
に
バ
ン
ド
リ
ン
グ
（
結
合
）
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
決
済
機
能
と
与

信
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
金
融
手
段
と

し
て
、
商
業
銀
行
業
務
に
お
い
て
中

核
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

当
座
預
金
と
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ

た
手
形
は
、
貸
借
対
照
表
や
損
益
計

算
書
だ
け
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
中

小
企
業
の
業
況
を
把
握
し
、「
金
繰

り
を
押
さ
え
る
」
与
信
を
行
う
う
え

で
重
要
な
情
報
源
と
し
て
の
機
能
を

果
た
す
。
手
形
は
単
純
な
資
金
の
動

き
だ
け
で
は
な
く
、
取
引
先
や
支
払

い
の
サ
イ
ト
の
変
化
、
受
取
手
形
の

振
出
人
の
取
引
銀
行
と
い
っ
た
債
権

保
全
に
欠
か
せ
な
い
情
報
を
居
な
が

ら
に
し
て
管
理
で
き
る
情
報
の
宝
庫

だ
か
ら
で
あ
る
。

昨
今
、
中
小
企
業
向
け
の
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
に
つ
い
て
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ

ッ
プ
バ
ン
キ
ン
グ
と
い
う
言
葉
が
よ

く
用
い
ら
れ
る
が
、「
リ
レ
ー
シ
ョ

ン
シ
ッ
プ
」
と
は
、
会
社
に
足
繁
く

通
っ
て
社
長
と
仲
よ
く
な
る
こ
と
で

は
な
く
、
取
引
先
に
関
す
る
き
め
細

か
な
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
を
通

じ
、
た
ん
に
財
務
諸
表
だ
け
を
み
て

い
て
は
提
供
で
き
な
い
思
い
切
っ
た

与
信
活
動
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
手
形

は
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ッ
プ
を
築
く
う

え
で
重
要
な
与
信
手
段
で
あ
っ
た
と

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

融
資
技
術
の

軸
と
し
て
の
手
形

し
か
し
実
際
に
は
、
戦
後
一
貫
し

て
右
肩
上
が
り
で
あ
っ
た
地
価
を
背

景
に
、
不
動
産
に
根
抵
当
権
さ
え
設

定
し
て
お
け
ば
、
本
来
な
ら
流
動
資

金
融
審
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
電
子
債
権
の
議
論
が
始
ま
り
、
そ
の
導
入
が
い
よ
い
よ
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
。
本
誌
２
月
１４

日
号
「
銀
行
は
電
子
債
権
を
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
に
で
き
る
か
」
で
は
、
電
子
債
権
が
金
融
機
関
に
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ

ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
と
く
に
、
中
小
・
地
域
金
融
機
関
に
と
っ

て
電
子
債
権
が
ど
の
よ
う
な
戦
略
的
意
味
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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